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令和３年度インセンティブ制度の評価結果
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令和3年度（４月～３月確定値）のデータを用いた実績
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令和3年度（４月～３月確定値）のデータを用いた実績
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令和3年度（４月～３月確定値）のデータを用いた実績
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※1 令和5年度保険料率における後期高齢者支援金相当の保険料率は、令和5年度の後期高齢者支援金及び総報酬額の見込み額を基に算出するが、現時点では未確定であるため、令和3年度決算における後期高齢者支援金相当の
保険料率（２．192％）で仮置きしている。

※2 令和5年度保険料率に加算されるインセンティブ保険料率は、令和3年度の総報酬額に０．０1％を乗じた額を令和5年度の総報酬額の見込み額で除することにより算出するが、現時点では未確定であるため、０．０1％で仮置き
している
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（参考）見直し後の協会けんぽのインセンティブ制度について


